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○島根県空港条例施行規則 

昭和40年３月26日 

島根県規則第９号 

改正 昭和44年４月22日規則第19号 

昭和52年11月１日規則第86号 

昭和55年６月27日規則第71号 

昭和62年１月27日規則第４号 

平成５年６月29日規則第54号 

平成10年３月31日規則第37号 

平成14年３月29日規則第52号 

平成17年３月４日規則第10号 

平成20年８月１日規則第60号 

平成26年３月24日規則第34号 

令和３年３月12日規則第10号 

島根県空港条例施行規則をここに公布する。 

島根県空港条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、島根県空港条例（昭和40年島根県条例第19号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（空港施設の使用） 

第２条 条例第４条第１項の規定により、空港の運用時間内に空港の施設を使用しようとす

る者は、空港施設使用届（様式第１号）を知事に提出しなければならない。ただし、やむ

を得ない理由がある場合は、口頭その他の方法によることができる。 

２ 条例第４条第２項の規定により、空港の運用時間外に空港の施設を使用しようとする者

は、時間外空港施設使用許可申請書（様式第１号の２）を知事に提出しなければならない。 

（昭44規則19・全改） 

（禁止行為） 

第３条 条例第９条第５号に規定する知事が空港の機能を損なうおそれがあると認める行

為は、次の各号に掲げる行為とする。 

(1) 滑走路、誘導路、エプロンその他知事が定める区域（以下「制限区域」という。）

に立ち入ること（航空機乗組合、旅客その他知事が必要と認める者が立ち入る場合を除
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く。）。 

(2) 制限区域その他知事が定める場所で喫煙すること。 

(3) 前各号に定めるもののほか、航空機の安全な離着陸若しくは停留を妨げ、又は空港

の施設を毀損し、若しくは汚損するおそれのある行為で知事が別に定めるもの 

（平５規則54・追加、平26規則34・一部改正） 

（入場の制限） 

第４条 知事は、混雑の予防その他空港の管理上必要があると認めるときは空港への入場を

制限し、又は禁止することができる。 

（平５規則54・追加） 

（行為の制限） 

第５条 空港において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなけれ

ばならない。 

(1) 広告物を表示し、又は宣伝活動を行うこと。 

(2) 募金その他の勧誘行為を行うこと。 

(3) 競技会、展示会、博覧会その他の催しをすること。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、催事等許可申請書（様式第２号）を知事に提出しな

ければならない。 

３ 知事は、第１項の許可について、管理上必要な条件を付することができる。 

（平５規則54・追加） 

（工作物の設置等の許可申請） 

第６条 条例第10条の規定により、空港において工作物を設置し、又は空港内の土地若し

くは建物（以下「土地等」という。）を使用しようとする者は工作物設置等許可申請書（様

式第３号）を、当該工作物を増築し、改築し、若しくは移転し、若しくは当該工作物の用

途を変更し、又は当該土地等の使用目的を変更しようとする者は工作物等変更許可申請書

（様式第４号）を知事に提出しなければならない。 

（平５規則54・追加） 

（空港内営業の許可申請） 

第７条 条例第11条第１項の規定により、空港内営業の許可を受けようとする者は、空港

内営業許可申請書（様式第５号）２通を知事に提出しなければならない。 

（昭44規則19・一部改正、平５規則54・旧第３条繰下・一部改正） 

（着陸料等の納付方法） 
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第８条 着陸料及び停留料（以下「着陸料等」という。）の納付は、着陸料等納付書（様式

第６号）に当該納付すべき着陸料等の額に相当する額の島根県収入証紙を貼付してしなけ

ればならない。ただし、条例第14条第３項に規定する着陸料等の納付の特例の承認を受

けた者は、知事が発行する納入通知書により納付することができる。 

２ 前項ただし書の承認を受けようとする者は、納付特例承認申請書（様式第７号）を知事

に提出しなければならない。 

（平14規則52・全改、平26規則34・一部改正） 

（着陸料等の減免） 

第９条 条例第16条の規定により着陸料等を減免する場合は、次の各号のいずれかに該当

する場合とする。 

(1) 国又は地方公共団体が公用のため使用したとき。 

(2) 航空交通管制その他行政上の必要から着陸を命ぜられて着陸し、又は停留したとき。 

(3) 離陸後やむをえない事由により、他の空港に着陸することなく再び着陸したとき。 

(4) 災害のためやむをえず着陸し、又は停留したとき。 

(5) やむをえない事由により不時着したとき。 

(6) 航空保安事務所長の認めた試験飛行のため着陸したとき。 

(7) 隠岐空港に着陸したとき（重量が６トンを超える航空機に係る場合に限る。次号に

おいて同じ。）。 

(8) 直前に隠岐空港を離陸した航空機が着陸したとき。 

(9) 直前に沖縄島に所在する空港を離陸した航空機が着陸したとき（航空法（昭和27年

法律第231号）第２条第20項に規定する国内定期航空運送事業の用に供する航空機に係

る場合に限る。）。 

(10) 前各号に定める場合のほか、知事が特に必要と認めたとき。 

２ 条例第16条の規定により着陸料等の減免を受けようとする者は、着陸料等減免申請書

（様式第８号）を知事に提出しなければならない。 

（昭52規則86・昭55規則71・一部改正、平５規則54・旧第６条繰下・一部改正、

平10規則37・一部改正、平14規則52・旧第10条繰上、平20規則60・一部改正） 

（使用料の減免） 

第10条 条例第16条の規定により使用料を減免する場合は、次の各号のいずれかに該当す

る場合とする。 

(1) 災害その他の緊急事態の発生により、当該土地又は建物を応急施設として、短期間
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使用するとき。 

(2) 県の事務又は事業の遂行に伴い工作物等を移転し、又は新たに工作物等を設置する

場合で知事が必要と認めるとき。 

(3) 前各号に定める場合のほか、知事が特に必要と認めるとき。 

２ 条例第16条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、土地建物使用料減免申

請書（様式第９号）を知事に提出しなければならない。 

（平５規則54・追加、平14規則52・旧第11条繰上） 

附 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 

附 則（昭和44年規則第19号） 

この規則は、島根県空港条例の一部を改正する条例（昭和44年島根県条例第18号）施行

の日から施行する。 

（施行の日＝昭和44年８月１日） 

附 則（昭和52年規則第86号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の島根県空港条例施行規則第５条の規定により着陸料の納付の

特例の承認を受けた者に係る昭和52年10月分の着陸料の減額については、この規則によ

る改正後の島根県空港条例施行規則第６条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

３ この規則の施行の日前から引き続き停留している者に係る停留料の減額については、な

お従前の例による。 

附 則（昭和55年規則第71号） 

この規則は、昭和55年７月１日から施行する。 

附 則（昭和62年規則第４号） 

この規則は、昭和62年２月１日から施行する。 

附 則（平成５年規則第54号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成５年７月２日から施行する。 

（島根県収入証紙条例施行規則の一部改正） 
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２ 島根県収入証紙条例施行規則（昭和39年島根県規則第58号）の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成10年規則第37号） 

この規則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年規則第52号） 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年規則第10号） 

この規則は、平成17年３月７日から施行する。 

附 則（平成20年規則第60号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年規則第34号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年規則第10号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の島根県空港条例施行規則の規定により作成した用紙でこの規

則の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを

取り繕って使用することができる。 
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様式第１号（第２条関係） 

（昭44規則19・追加、平５規則54・平10規則37・一部改正） 

様式第１号の２（第２条関係） 

（昭44規則19・追加、平５規則54・平10規則37・一部改正） 

様式第２号（第５条関係） 

（平５規則54・追加、平26規則34・令３規則10・一部改正） 

様式第３号（第６条関係） 

（平５規則54・追加、平26規則34・令３規則10・一部改正） 

様式第４号（第６条関係） 

（平５規則54・追加、平26規則34・令３規則10・一部改正） 

様式第５号（第７条関係） 

（昭44規則19・旧様式第１号繰下、平５規則54・旧様式第１号の３繰下・一部改

正、平17規則10・令３規則10・一部改正） 

様式第６号（第８条関係） 

（昭62規則４・一部改正、平５規則54・旧様式第２号繰下・一部改正、平10規則

37・平26規則34・一部改正） 

様式第７号（第８条関係） 

（平５規則54・旧様式第３号繰下・一部改正、平14規則52・令３規則10・一部改

正） 

様式第８号（第９条関係） 

（昭62規則４・一部改正、平５規則54・旧様式第４号繰下・一部改正、平10規則

37・平14規則52・一部改正） 

様式第９号（第10条関係） 

（平５規則54・追加、平14規則52・令３規則10・一部改正） 

 


